
令和 6（2024）年度人権啓発事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 主催:高槻市立富田ふれあい文化センター ／ 企画・運営:一般社団法人高槻市人権まちづくり協会 
 

障害者差別解消法の改正等について法律家からの話を聞きます 

障がい者の人権を考える 

[駐車場はありません] 

公益財団法人 

とよなか国際交流協会 

理事長 

講師 弁護士 

松本 康之さん 

日時 

定    員：  申込順 40 名  無料 

申込方法：  電話・FAX・窓口（直接来所） FAX：記載事項：催し名、氏名、電話番号、

FAX 番号  

申込期間：  5/7（火）～5/21（火）の午前 9 時から午後 5 時まで （土曜と日曜は除

く）  

対    象：  高槻市民、市内通勤・通学者 

手話通訳:  有り 

保    育：  要予約（申込期間：5/7（火）～5/14（火））３歳以上就学前まで 申

富田ふれあい 

文化センター 

 

令和6年5 月22 日（水） 

午前 10 時～正午 

場所 

障がい者の権利や今までの問題、今後の課題を考える。

裁判例等の話を聞きながら法律家目線で語ってもらう。 

 


